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三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
安
倍
総
理
と
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
共
同
記
者
会
見
で
の
米
国
か
ら
防
衛
装
備
品
を
買
う
と
い

う
発
言
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
安
倍
総
理
と
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
共
同
記
者
会
見
で
の
米
国
か
ら
防
衛
装
備
品
を
買
う

と
い
う
発
言
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
我
が
国
を
取
り
巻
く
安
全
保
障
環
境
が
一
層
厳
し
さ
を
増
す
中
、
我
が
国
の
防
衛
力
の
「
質
」
及
び

「
量
」
を
必
要
か
つ
十
分
に
確
保
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
我
が
国
の
防
衛
を
全
う
す
る
た
め
に
必
要

不
可
欠
な
自
衛
隊
の
装
備
品
に
つ
い
て
は
、
「
平
成
二
十
六
年
度
以
降
に
係
る
防
衛
計
画
の
大
綱
」
（
平
成
二
十
五
年
十
二

月
十
七
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
防
衛
大
綱
」
と
い
う
。
）
及
び
「
中
期
防
衛
力
整
備
計
画
（
平
成
二
十
六
年
度
〜
平
成
三
十

年
度
）
」
（
平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
七
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
中
期
防
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
い
て
、
米
国
製
の
装
備
品

を
含
め
計
画
的
に
取
得
し
て
お
り
、
ま
た
、
陸
上
配
備
型
イ
ー
ジ
ス
・
シ
ス
テ
ム
を
中
心
と
し
て
弾
道
ミ
サ
イ
ル
防
衛
能
力

の
抜
本
的
な
向
上
を
図
っ
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

な
お
、
御
指
摘
の
自
由
民
主
党
の
安
全
保
障
調
査
会
の
提
言
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

二
に
つ
い
て

防
衛
関
係
費
に
つ
い
て
は
、
防
衛
大
綱
及
び
中
期
防
に
基
づ
き
防
衛
力
を
整
備
し
て
い
く
上
で
必
要
と
な
る
額
を
計
上
す

一



る
こ
と
と
し
て
お
り
、
現
在
、
御
指
摘
の
よ
う
に
Ｇ
Ｄ
Ｐ
と
機
械
的
に
結
び
付
け
て
防
衛
関
係
費
の
額
を
抑
え
て
い
る
と
い

う
事
実
は
な
い
。

二


